
第１１回みえ歯ートネット運営協議会事項書 

 

日  時  平成３０年５月１７日（木）午後３時３０分～５時  

会  場  三重県歯科医師会館 ３階 実習室  

 

１、会長・副会長の選出  

 

２、平成２９年度事業報告について  

（1）運営状況について 

 

３、平成３０年度事業計画について  

（1）障がい児福祉施設等における歯科保健指導について 

（2）第１１回みえ歯ートネット研修会について  

 

４、みえ歯ートネットの今後の運用について  

（1）県民への周知方法について  

   ・チラシ掲載内容について  

    

５、その他 
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「みえ歯
ハ

ートネット」運営協議会会則 

 
        
第 1 条 目 的 
    本会は、障がい児（者）歯科保健医療の充実を通して、三重県におけ

る障がい児（者）の健康づくりに寄与し、関連する活動や研修を行い、

障がい児（者）のＱＯＬの向上を図ることを目的とする。 
 
第２条 組 織 
    本会を構成する組織は、三重県健康福祉部、三重県歯科医師会、障が

い児（者）支援団体、その他本会事業の推進に必要と認められる団体

とする。 
 
第３条 役 員 

本会に次の役員を置く 
会長  １名 
副会長 ２名 
１）会長は、三重県歯科医師会会長をもって充てる。 
  副会長は三重県健康福祉部、障がい児（者）支援団体の代表をも 

って充てる。 
２）役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 
３）会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。 
４）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行

する。 
 
第４条 事 業 
    本会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。 

１）「みえ歯ートネット」の運営に関する事項を決定する。 
２）障がい児（者）歯科保健医療の充実のため、必要な事業方針を決定

する。 
３）事業推進のため研修会を開催する。 

 
第５条 会 議 
    本会は、前条の事業の企画、ならびに会務報告を行なう。また、会議

は会長が召集する。 
 
第６条 事務局 
    本会の事務局は、三重県歯科医師会事務局に置き、事務責任者は、三

重県歯科医師会の理事をもって充てる。 
 
第７条 補 則 
    本会運営に関する必要事項は会長が別に定めるものとする。 
 
第８条 アドバイザー 
    本会の事業推進に関して、必要に応じてアドバイザーを招集できる。 
 
附 則 この会則は、平成２２年２月１１日より施行する。
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「みえ歯
ハ

ートネット」運営協議会会則 

 
        
第 1 条 目 的 
    本会は、障がい児（者）歯科保健医療の充実を通して、三重県におけ

る障がい児（者）の健康づくりに寄与し、関連する活動や研修を行い、

障がい児（者）のＱＯＬの向上を図ることを目的とする。 
 
第２条 組 織 
    本会を構成する組織は、三重県医療保健部、三重県歯科医師会、障が

い児（者）支援団体、その他本会事業の推進に必要と認められる団体

とする。 
 
第３条 役 員 

本会に次の役員を置く 
会長  １名 
副会長 ２名 
１）会長は、三重県歯科医師会会長をもって充てる。 
  副会長は三重県医療保健部、障がい児（者）支援団体の代表をも 

って充てる。 
２）役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 
３）会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。 
４）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行

する。 
 
第４条 事 業 
    本会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。 

１）「みえ歯ートネット」の運営に関する事項を決定する。 
２）障がい児（者）歯科保健医療の充実のため、必要な事業方針を決定

する。 
３）事業推進のため研修会を開催する。 

 
第５条 会 議 
    本会は、前条の事業の企画、ならびに会務報告を行なう。また、会議

は会長が召集する。 
 
第６条 事務局 
    本会の事務局は、三重県歯科医師会事務局に置き、事務責任者は、三

重県歯科医師会の理事をもって充てる。 
 
第７条 補 則 
    本会運営に関する必要事項は会長が別に定めるものとする。 
 
第８条 アドバイザー 
    本会の事業推進に関して、必要に応じてアドバイザーを招集できる。 
 
附 則 1. この会則は、平成２２年２月１１日より施行する。 
    2. 第２条、第３条の一部改正は、平成３０年４月１日より施行する。 
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平成３０年度「みえ歯ートネット」運営協議会 

 

委 員                      （順不同・敬称略） 

所属 所属における役職 氏名 

三重県自閉症協会 会長 中野 喜美 

三重県重症心身障害児（者）を守る会 副会長  山本 静雄 

三重県知的障害者福祉協会  会長  近藤 忠彦 

三重県医療保健部 医療政策総括監 田丸 智巳 

三重県医療保健部 
健康づくり課 

主任 奥野 ゆたか 

三重県子ども・福祉部障がい福祉課  
生活支援班 

班長 辻田 いづる 

三重県教育委員会特別支援教育課  課長補佐兼班長  赤尾 時寛 

三重県歯科衛生士会 副会長  松岡 陽子 

三重県歯科医師会 会長 田所  泰  

三重県歯科医師会 常務理事  福森 哲也 

三重県歯科医師会 公衆衛生担当理事 伊東 学 

三重県歯科医師会 公衆衛生担当理事 新 達也 

三重県歯科医師会 公衆衛生担当理事 伊藤 法彦 

三重県歯科医師会障害者歯科センター センター長  武山 一 

 

アドバイザー                （順不同・敬称略） 

所属 所属における役職 氏名 

三重県立子ども心身発達医療センター センター長 金井 剛 

すずき歯科クリニック 院長 鈴木 俊行 

ふくだ歯科医院 院長 福田 幸弘 

三重県歯科医師会 副会長 羽根 司人 
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みえ歯ートネット協力歯科医院数 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郡市歯科医師会 平成２９年度末 平成２８年度末 平成２７年度末 

桑 員 １３件 １３件 １３件 

四日市 ２４件 ２３件 ２２件 

鈴 鹿 ８件 ８件 ８件 

亀 山 ２件 ３件 ３件 

津 １９件 １８件 １９件 

松阪地区 １２件 １４件 １４件 

伊勢地区 １８件 １８件 １９件 

鳥羽志摩 ５件 ５件 ６件 

尾 鷲 ２件 ２件 ２件 

南 紀 ５件 ５件 ５件 

伊 賀 １０件 ９件 ９件 

計 １１８件 １１８件 １２０件 
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みえ歯ートネット「皆様の声」 

年度 受付日 ﾒｰﾙ・TEL 種別 内容 

平成２３年度 

【０件】 
    

平成２４年度 

【２件】 

７月３１日 電話 苦情 

歯ートネットで紹介された歯科医院でむし歯

治療をした。何度も詰め物がとれ、何度も通院

した。歯科医師から、そっちがよく動くから治

せないのだと言われた。対応が悪いので、名簿

から外して欲しい。 

８月 ― 相談 

特別支援学校の保健担当者会で話をしたとき、

養護教諭から相談をうけた。 

昨年、特別支援学校の歯科健診で開口器の使用

により歯が破折した問題があった。今年の健診

では同学校歯科医は、開口器は使わなくなった

ものの、健診時の対応が荒いので、学校歯科医

を変えることはできないか。同学校歯科医は歯

ートネットの名簿にも載っているが、障がい者

に対する対応が分かっていないのではないか。 

学校歯科医を変えることができないのであれ

ば、しっかり指導していただけたらありがた

い。 

平成 25～27 年度 

【０件】 
   

 

平成２８年度 

【１件】 
３月 電話 苦情 

（尾鷲在住・保護者） 

障害者に対応できるという事で、Ⅹ歯科医院で

障害者の子供に対する治療に通院しているが、

子どもが治療の時に先生の手を噛んでしまう。 

それに対して、先生が保護者に対して「謝る事

はないのか？謝罪はないのか？」と言ってく

る。障害者に対応できるというので、行ってい

るのに、謝罪を求めるのか。子供は中学 1年で

しゃべる事もできない。謝罪しないと治療は受

けることはできないのか？ 

回答：三重県歯科医師会の方から患者様からご

意見があった事を伝えた。近くの別の歯科医院

を案内した。 

平成２９年度 

【０件】 
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年度別 総件数 紹介内容 障害

Ｈ22年度 5件 治療4件、　　　　　定期的ケア1件 肢体不自由2件、自閉症1件、言語障害1件

Ｈ23年度 1件 定期的ケア1件 自閉症1件

Ｈ24年度 1件 治療1件 精神的障害1件

Ｈ25年度 7件 治療3件、定期的ケア4件
ダウン症1件、発達障害疑い1件、脊髄疾患1件、肢体不自由1件嘔
吐反射1件、歯科恐怖症1件、自閉症1件

Ｈ26年度 1件 定期的ケア1件 知的障害1件

Ｈ27年度 3件
治療1件、定期的ケア1件、トレーニン
グ1件

知的障害1件、聴覚障害1件、自閉症1件

Ｈ28年度 2件 治療2件 知的障害1件、障害なし1件

Ｈ29年度 0件

年度別 総件数 紹介内容 障害

Ｈ22年度 三重大へ6件
全麻下抜歯2件、全麻下根治3件、全
麻下Ｃ処3件、精検1件

知的障害3件、自閉症1件、頚椎損傷1件、脳障害1件

Ｈ23年度 三重大へ1件 全麻下抜歯1件 自閉症1件

Ｈ24年度 三重大へ5件 全麻下抜歯4件、全麻下Ｃ処1件 自閉症3件、知的障害2件

Ｈ25年度 三重大へ4件
全麻下根管治療1件、全麻下治療3
件

自閉症・聴覚障害3件、知的障害1件

Ｈ26年度 0件

Ｈ27年度 2件 治療2件 知的障害1件、自閉症1件

Ｈ28年度 1件 治療1件 自閉症1件

Ｈ29年度 1件 治療1件 知的障害1件

年度別 総件数 紹介内容 障害

Ｈ22年度 14件 治療14件
自閉症5件、精神障害3件、ダウン症2件、肢体不自由1件、筋ジス1
件等

Ｈ23年度 21件 治療21件
自閉症3件、脳性麻痺3件、知的障害2件、発達障害2件、ダウン症1
件等

Ｈ24年度 14件 治療14件
発達障害1件、脳性麻痺2件、聴覚障害1件、認知症2件、自閉症2
件、精神障害1件、Ｗｅｓｔ症候群1件、知的障害2件

Ｈ25年度 15件 治療15件
自閉症5件、知的障害5件、ダウン症1件、嘔吐反射2件、肢体不自
由・言語障害1件、脳性麻痺1件

Ｈ26年度 9件 治療9件
自閉症1件、知的障害2件、ダウン症1件、恐怖症1件、肢体不自由・言語
障害1件、精神的障害1件、筋ジストロフィー1件、精神発達障害1件

Ｈ27年度 12件 治療12件
自閉症1件、知的障害4件、精神的障害1件、筋ジストロフィー1件、
精神発達障害3件、認知症1件、不明1件

Ｈ28年度 6件 治療6件 自閉症3件、知的障害1件、パーキンソン病1件、肢体不自由1件

Ｈ29年度 8件 治療8件 自閉症2件、知的障害3件、発達障害1件、なし1件、不明1件

みえ歯ートネット活用状況

２、障害者歯科センター⇒病院歯科

１、障害者歯科センター⇒他院

３、他院⇒障害者歯科センター
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みえ歯ートネット事業における歯科保健指導 

 

１、平成３０年度 募集要項送付先 

1）県内国立・公立・私立特別支援学校；19校 

2）福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所施設・児童発達支援・放課後等デイ・保育所等訪問 

185 施設 

 募集期間 Ｈ30/5/21（予定）～Ｈ30/7/1    実施期間 Ｈ30/10/1～Ｈ31/2/28 

 

２、実績報告 

＜平成２１年度＞ 

県立草の実リハビリテーションセンター、療育センターどれみ、通園めだか、名張育成園児童寮 

＜平成２２年度＞ 

鈴鹿市療育ｾﾝﾀｰ、三重県いなば園くすのき寮、県立草の実リハビリテーションセンター、通園めだか、療育

センターどれみ、県立特別支援学校 伊賀つばさ学園 

＜平成２３年度＞ 

県立特別支援学校 北勢きらら学園、県立杉の子特別支援学校 石薬師分校、児童ディサービスこよし会、鈴

鹿市療育センタｰ、県立草の実リハビリテーションセンター、三重大学教育学部 附属特別支援学校、県立盲

学校、県立聾学校、城山れんげの里、稲葉特別支援学校、三重済美学院、特別支援学校 東紀州くろしお学園、

通園めだか、名張育成園 成美、名張育成園 成峯、ふっくりあ、上野ひまわり作業所、びいはいぶ 

＜平成２４年度＞ 

県立草の実リハビリテーションセンター、三重県いなば園 くすのき寮プリズム、三重済美学院、通園めだか、

県立杉の子特別支援学校、県立杉の子特別支援学校 石薬師分校、県立聾学校、県立稲葉特別支援学校、県立

特別支援学校 東紀州くろしお学園、特別支援学校 聖母の家学園 

＜平成２５年度＞ 

通園めだか、鈴鹿市療育センター、三重済美学院、三重県立小児心療センター あすなろ学園、三重県立草の

実リハビリテーションセンター、三重県いなば園多機能事業所 プリズム、藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶ み

のり、県立杉の子特別支援学校 石薬師分校、県立杉の子特別支援学校、県立特別支援学校 西日野にじ学園、

東紀州くろしお学園 おわせ分校、県立盲学校、特別支援学校 聖母の家学園、県立稲葉特別支援学校 

＜平成２６年度＞ 

通園めだか、鈴鹿市療育センター、県立草の実リハビリテーションセンター、藍ちゃんの家ふぁみ 

りーくらぶ みのり、県立杉の子特別支援学校 石薬師分校、県立杉の子特別支援学校、県立聾学校、 

県立度会特別支援学校、県立盲学校、県立稲葉特別支援学校 

＜平成２７年度＞ 

通園めだか、社会福祉法人あいプロジェクト、鈴鹿市療育センター、三重県立草の実リハビリテーションセ

ンター、藍ちゃんの家ふぁみりーくらぶみのり、津市児童発達支援センターつぅぽっぽ、三重県いなば園多

機能事業所プリズム、三重県立杉の子特別支援学校石薬師分校、三重県立特別支援学校北勢きらら学園、 

三重県立杉の子特別支援学校、三重県立聾学校、三重県立特別支援学校東紀州くろしお学園、三重県立稲葉

特別支援学校 

＜平成２８年度＞ 

通園めだか、社会福祉法人あいプロジェクト、鈴鹿市療育センター、三重県立草の実リハビリテー

ションセンター、津市児童発達支援センターつぅぽっぽ、放課後等デイサービスこごみのひろば、

伊勢市重度身体障害者デイサービスくじら、三重県立杉の子特別支援学校石薬師分校、三重県立特

別支援学校北勢きらら学園、三重県立杉の子特別支援学校、三重県立聾学校、三重県立特別支援学

校東紀州くろしお学園おわせ分校、三重県立稲葉支援学校 
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＜平成２９年度＞ 

 

施設名 日時 内容 対象者 

放課後等デイサービス 

ここいく員弁教室 

平成 30 年 2 月 8 日(木) 

16：15～17：15 
歯磨き指導 通所者９名 

(株)ＪＳＭジョブステーション 

マツサカ 

平成 29 年 10 月 5 日（木） 

10：00～12：00 
講話・歯磨き指導 利用者１４名 

放課後等デイサービス ひかり 
平成 29 年 12 月 28 日（木） 

13：00～15：00 
歯磨き指導 児童生徒１８名 

三重県いなば園多機能事業所 

プリズム 

平成 29 年 10 月 5 日(木) 

10：00～10：50 
歯磨き指導 通所者５名、保護者４名 

放課後等デイサービスほし 
平成 29 年 10 月 19 日(木) 

16：25～17：35 
講話・歯磨き指導 利用者１１名、職員８名 

津市児童発達支援センター 

 つぅぽっぽ 

平成 29 年 10 月 19 日(木) 

9：30～12：15 
歯磨き指導 通所者１４名 

社会福祉法人 あいプロジェクト 
平成 29 年 12 月 14 日(木) 

10：00～11：30 
講話・歯磨き指導 通所者２７名、職員１８名 

児童発達支援 

放課後等デイサービスクラム 

平成 29 年 11 月 23 日(木) 

14：00～15：15 
歯磨き指導 通所者１３名、職員８名 

鈴鹿市療育センター 
平成 29 年 10 月 12 日(木) 

10：15～12：15 
講話・歯磨き指導 通所者３８名 

三重県立聾学校 
平成 29 年 9 月 28 日(木) 

8：45～12：30 
歯磨き指導 

小学部３１名 

中学部１５名 

高等部２６名  

計 ７２名 

三重県立城山特別支援学校 
平成 29 年 11 月 30 日(木) 

13：15～14：00 
歯磨き指導 児童１３名、職員１６名 

三重県立特別支援学校 

東紀州くろしお学園 

平成 29 年 12 月 5 日(火)          

10：00～11：00 
講話・歯磨き指導 児童２９名、職員３０名 

三重県立度会特別支援学校 
平成 29 年 11 月 28 日(火) 

9：00～12：20 
歯磨き指導 

小学部１０名＋職員１０名 

中学部１０名＋職員１０名 

高等部６名＋職員３名 

三重県立杉の子 

特別支援学校 

平成 29 年 11 月 30 日(木) 

13：30～14：00 
講話・歯磨き指導 小学部３０名、中学部３９名 

三重県立特別支援学校 

 北勢きらら学園 

平成 29 年 10 月 19 日(木) 

9：30～11：20 
講話・歯磨き指導 

生徒１８名、保護者１０名、

職員２２名 
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みえ歯ートネット事業における歯科保健指導実施要領  

 

１、目的 

みえ歯ートネット事業の一環で、歯科医師・歯科衛生士を施設・学校に派遣し、職

員・利用者・児童生徒・保護者を対象に、歯科保健に関する研修会、歯科保健指導等

を行うことにより、障がい児（者）の歯・口の健康を通したＱＯＬの向上を目指す。 

 

２、事業の実施主体 

三重県、三重県歯科医師会 

 

３、事業の内容 

（１）実施項目 

  施設・学校及び対象者の状況に応じた実施方法、内容とする。 

ア 歯科保健研修会 

イ 歯科保健指導 

（２）実施対象 

県内障がい児（者）福祉施設及び特別支援学校の職員・入所者・通所者・児童生徒・

保護者等 

  （３）事業の期間 

平成３０年１０月１日から平成３１年２月２８日までとする。 

 

４、事業の実施 

（１）申込み 

施設は三重県歯科医師会へ所定の様式で申込む。 

（２）実施 

ア 三重県歯科医師会は、実施者を選定し、実施日を決定の上、施設・学校へ報

告する。 

イ 実施内容等の詳細については、施設・学校と実施者が対象者の状況を考慮し、

相談の上決定する。 

（３）器材等 

三重県歯科医師会は、実施者からの要請を受け、必要器材、指導ツールを準備 

する。 

（４）実施費用 

三重県歯科医師会は、実施者への報酬を支払う。ただし、実施者が施設協力歯 

科医でありその契約業務内で行う場合、又は実施者が学校歯科医の場合は、そ 

の業務に含まれるものとし報酬は支払わない。 

 

５、実施者 

ア 歯科医師は原則として施設協力歯科医（学校歯科医）とし、不在の施設はみえ

歯ートネット協力歯科医より郡市歯科医師会長の推薦を受けて三重県歯科医師

会が決定した者とする。 

イ 歯科衛生士は、三重県歯科衛生士会より派遣された者とする。 
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＜送付先・お問合せ先＞ 

三重県歯科医師会事務局（担当 中村） 

ＦＡＸ０５９－２２７－０５１０・ＴＥＬ０５９－２２７－６４８８ 

申込み〆切り：平成３０年６月３０日（土） 

 

＜歯科保健指導申込書＞ 
施設・ 

学校名 
 担当者名 

 

電話 －    － ＦＡＸ －    － 

E-mailアドレス  

施設協力歯科医

（学校歯科医） 
について 

いない 

い る 

歯科医の名前  

契約に含まれる業務に 
〇をして下さい。 歯科健診・歯科保健指導 

 

注）実施時期は１０月～２月、実施回数は原則１施設（学校）１回とさせていただきます。 

 

 

 

希望開催日時 

 

※木曜日でお願い 

いたします。 

第１希望 
      月   日（木） 

午前         午前 

午後   ：   ～ 午後   ： 

第２希望 
      月   日（木） 

午前         午前 

午後   ：   ～  午後   ： 

第３希望 
      月   日（木） 

午前         午前 

午後   ：   ～ 午後   ： 

会 場 

会場名 
 

所在地 
〒  － 

電 話 －    － 

対象者 

※希望されるものに○

をして下さい。 

１、利用者（通所者・入所者）・児童生徒：（    ）名 

２、保護者 ：（    ）名  

３、施設職員・教職員：（    ）名 

利用者・児童生徒の 

状態 

障がいの状態、程度、自立度、理解度などお教え下さい。 

内 容 

※希望されるものに○

をして下さい。 

１、 実技ブラッシング指導（自分磨き・仕上げ磨き・介助磨き） 

２、 講話（むし歯予防・歯周病予防・食生活・歯の外傷時の対処 

・その他〔                  〕） 
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み
え
歯

ー
ト
ネ

ッ
ト

研
修
会

過
去

講
師
一

覧
 

 
 開

催
年
度
 

演
題
 

講
師
（
敬
称
略
）
 

参
加
者
数
 

平
成

22
年
度
 

設
立
記
念
 

共
に
生
き
る
た
め
の
地
域
支
援
 

三
重
県
立
小
児
心
療
セ
ン
タ
ー
あ
す
な
ろ
学
園
 
園
長
 
西
田
寿
美
 

1
2
7
名
 

第
1
回
 

肢
体
不
自
由
児
の
現
状
と
治
療
 

三
重
県
立
草
の
実
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
所
長
 
二
井
英
二
 
 

1
2
0
名
 

平
成

23
年
度
 

第
2
回
 

歯
科
は
摂
食
・
嚥
下
障
害
に
な
ぜ
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

べ
き
か
？
 

松
本
歯
科
大
学
障
害
者
歯
科
学
講
座
准
教
授
 
松
尾
浩
一
郎
 

1
0
9
名
 

第
3
回
 

①
長
崎
県
に
お
け
る
障
害
者
歯
科
保
健
医
療
の
現
状
と
課
題
 

（
長
崎
県
口
腔
保
健

セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
）
 

②
自

閉
症

患
者

へ
の

対
応
 

社
団
法
人
長
崎
県
歯
科
医
師
会
 
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
 

診
療
部
長
 
長
田
 
豊
 

7
4
名
 

平
成

24
年
度
 

第
4
回
 

私
の
出
会
っ
た
子
ど
も
達
 

～
明
日
か
ら
役
に
立
つ
障
害
児
の
歯
科
診
療
～
 

岡
山
大
学
病
院
小
児
歯
科
 
講
師
 
岡
崎
好
秀
 

1
3
1
名
 

平
成

25
年
度
 

第
5
回
 

①
障
害
者
歯
科
診
療
時
の
注
意
点
と
対
応
の
実
際
 

 
 
～
『

障
害

者
医

療
』
は
『
人
間
医
療
』
の
原
点
～
 

②
指
導
が
む
ず
か
し
い
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
子
ど
も
へ
の
支
援
の
実

際
 ～
子
ど
も
が
示
す
反

抗
挑
戦
的
言
動
へ
の
即
時
対
応
～
 

①
芳
賀
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
 
院
長
 
芳
賀
 
定
 

②
特
別
支
援
教
育
ネ
ッ
ト
代
表
 

宇
部
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
大
学
臨
床
 
教
授
 
小
栗
正
幸
 

1
2
9
名
 

平
成

26
年
度
 

第
6
回
 

①
中
途
障
害
者
へ
の
歯
科
的
対
応
 

②
環
境
に
よ
っ
て
驚
く
ほ
ど
変
わ
る
子
ど
も
と
そ
の
理
解
 

①
す
ず
き
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク
 院

長
 鈴

木
 俊

行
 

②
う
め
も
と
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
 院

長
 梅

本
正
和
 

1
2
0
名
 

平
成

27
年
度
 

第
7
回
 

①
障
害
児
・
者
の
嚥
下
障
害
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

②
子
ど
も
の
育
ち
に
必
要
な
支
援
と
は
 

①
朝
日
大
学
歯

学
部
口
腔
病
態
医
療
学
講
座
障
害
者
歯
科
学
分
野
 

教
授
  

玄
 

景
華
 
 

②
三
重
県
立
小

児
心
療
セ
ン
タ
ー
あ
す
な
ろ
学
園
 
園
長
 
西
田
寿
美
  

1
1
9
名
 

平
成

28
年
度
 

第
8
回
 

①
障
が
い
者
施
策
の
概
要
に
つ
い
て
 

②
医
療
的
ケ
ア
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
と
家
族
の
た
め
に
で
き
る
こ

と
 

①
三
重
県
健
康

福
祉
部
障
が
い
福
祉
課
生
活
支
援
班
 
班
長
 
田
中
 
馨
 
 

②
三
重
大
学
医

学
部
附
属
病
院
 
小
児
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
 

 
セ
ン
タ
ー
長
 
岩
本
 
彰
太
郎
 
  

6
5
名
 

平
成

29
年
度
 

第
9
回
 

①
発
達
障
が
い
の
方
へ
の
歯
科
支
援
 
歯
科
治
療
編
 

 
～
行
動
変
容
・
対
応
の
実
際
～
 

②
発
達
障
が
い
の
方
へ
の
歯
科
支
援
 
口
腔
保
健
編
 

①
大
阪
発
達
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
 
歯
科
医
長
 
中
村
 
由
貴
子
 
 

②
大
阪
発
達
総

合
療
育
セ
ン
タ
ー
 
歯
科
衛
生
士
長
 
米
花
 
佳
代
子
 

1
3
0
名
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み
え
歯

ー
ト
ネ

ッ
ト

研
修
会

参
加

状
況

 

研
 
修
 
内
 
容
 

歯
科
医
師
 

そ
の

他
歯

科
医
療
従
事
者
 

支
援
団
体
・
 

ﾎﾞ
ﾗﾝ
ﾃｨ
ｱ団

体
 

学
校

・
幼

稚
園
・
保
育
所
関

係
 

介
護
・
福
祉
・

病
院
関
係
 

市
町
・
 

そ
の
他
 

計
 

設
立

記
念
講
演
会
 

日
時
 
平
成
２
２
年
２
月
１
１
日
（
木
・
祝
）
 

６
０
 

１
５
 

１
７
 

１
６
 

４
 

１
５
 

１
２

７
 

第
１

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２
３
年
１
月
３
０
日
（
日
）
 

３
０
 

３
３
 

１
０
 

１
８
 

９
 

２
０
 

１
２
０
 

第
２

回
三
重
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２
４
年
１
月
２
２
日
（
日
）
 

４
６
 

４
１
 

２
 

 
１
５
 

５
 

１
０
９
 

第
３

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２
４
年
２
月
１
９
日
（
日
）
 

２
８
 

３
３
 

３
 

４
 

 
６
 

７
４
 

第
４

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２

５
年

１
１
月
３
日
（
土

・
祝
）
 

５
７
 

４
７
 

１
 

７
 

１
３
 

６
 

１
３
１
 

第
５

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２

６
年
１
月
２
６
日
（
日
）
 

３
６
 

３
２
 

９
 

３
５
 

９
 

８
 

１
２
９
 

第
６

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２
７
年
２
月
２
２
日
（
日
）
 

４
７
 

３
９
 

９
 

１
６
 

５
 

４
 

１
２
０
 

第
７

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２
８
年
２
月

２
１
日
（
日
）
 

４
８
 

２
９
 

６
 

１
０
 

１
６
 

１
０
 

１
１
９
 

第
８

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
２
９
年
２
月
９
日
（
木
）
 

２
７
 

１
３
 

５
 

９
 

６
 

５
 

６
５
 

第
９

回
み
え
歯
ー
ト
ネ
ッ
ト
研
修
会
 

日
時

 
平
成
３
０
年
２
月
８
日
（
木
）
 

４
８
 

３
２
 

５
 

１
５
 

２
６
 

４
 

１
３
０
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みえ歯ートネット研修会 協力歯科医参加状況 

研修会 

受講者数 
協力歯科 

医院数 
歯科医師 (内)協力歯科医 

設立記念講演会 Ｈ21年度 ６０ ３２ １２０ 

第 1回みえ歯ートネット研修会 Ｈ22年度 ３０ ２０ １２１ 

第 2回みえ歯ートネット研修会 Ｈ23年度 ４３ １８ １２５ 

第 3回みえ歯ートネット研修会 Ｈ23年度 ２７ １４ １２５ 

第 4回みえ歯ートネット研修会 Ｈ24年度 ４８ ２４ １２５ 

第 5回みえ歯ートネット研修会 Ｈ25年度 ３２ ２５ １２５ 

第 6回みえ歯ートネット研修会 Ｈ26年度 ４３ ２３ １２５ 

第 7回みえ歯ートネット研修会 Ｈ27年度 ４２ ２３ １２１ 

第 8回みえ歯ートネット研修会 Ｈ28年度 ２７ １６ １２０ 

第 9回みえ歯ートネット研修会 Ｈ29年度 ４８ ２７ １１８ 
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＜歯科診療ネットワーク＞ 

障がい者歯科センター 紹介 

紹介 

紹介 

紹介 

受診・相談 

受診・相談 

歯科治療を希望される障がいのある皆様へ 
 
障がいのある皆様がより身近なところで歯科治療を受けていただけるように、また、必要に 

応じてより専門的な歯科治療を受けていただけるように、お手伝いするネットワークです。 
 

みえ歯
ハ

－トネット 
 

 
主な活動 

○障がいのある皆様のニーズに対応した、歯科疾患の予防や歯科治療を通じた口腔保

健の向上を目指す。 
○地域で障がいのある皆様が、安心して利便性良く歯科受診できるよう、障がいの程

度や治療の内容に応じて、県内障がい者歯科センターと協力歯科医院とが連携して

必要な歯科医療を提供する。（歯科診療ネットワーク） 
○歯科関係者への研修を行い、障がい児（者）歯科治療への理解と知識を高める。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「協力歯科医院」とは？ 

身近なかかりつけ歯科医として皆様の相談窓口となり、歯科治療・定期的なケアを行

う歯科医院です。そのために研修を受け、より良い治療ができるように努めています。 
なお、協力歯科医院によって対応できる障がいの程度や治療が異なりますので、障が

いの程度やお口の中の状況により、別の協力歯科医院や障がい者歯科センターを紹介

することがあります。 
 
※協力歯科医院以外の歯科医院でも、もちろん従来どおり受診できます。 

障がいのある皆様 

協力歯科医院 

病院歯科 

協力歯科医院 
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協力歯科医院の情報はどのようにしたらわかるの？ 

① 「協力歯科医院」は下記 みえ歯ートネットホームページ でご案内しています。 

HP アドレス  http ://www.dental-mie.or . jp/heartnet/ index.html 

②「協力歯科医院名簿」は、市町担当課、福祉施設、障がい児（者）団体事務局など

にお配りしてありますので、最寄りのところへお問合せください。 

 
 

歯科診療ネットワークを活用するにはどうしたらいいの？ 

①協力歯科医院名簿を参考に、希望される歯科医院をお決めください。 
②事前に電話などで、直接、歯科医院にお問合せください。  

＜その際、障がいの程度や受診の理由などをお伝えください。＞ 

③受診時は、健康保険証と一緒に、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちください。 

また、お薬をお飲みの方は薬剤情報提供書をお持ちください。 

 

 
 

お口の健康を守るポイント 

むし歯や歯ぐきの病気（歯肉炎・歯周炎）は、早期発見・早期治療が大切です。 

○ネットワークを活用して、身近なところでかかりつけ歯科医をつくりましょう。 

○治療だけでなく、定期的・継続的に定期健診や予防処置を受けましょう。 

○家庭での予防方法も教えてもらい、実行しましょう。 

 
 
 

みえ歯ートネットに関するお問合せなどは 

公益社団法人 三重県歯科医師会事務局 

ＴＥＬ ０５９-２２７-６４８８ ＦＡＸ ０５９-２２７-０５１０ 
 

三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課 

ＴＥＬ ０５９-２２４-２２９４ ＦＡＸ ０５９-２２４-２３４０ 
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